
姫路市上下水道局公告第 ２６ 号   

 令和 ６年 ４月 １日   

 

姫路市上下水道事業管理者  柴 田 桂 太    

 

令和６年度制限付一般競争入札（事後審査型）共通事項について（コンサルタント） 

 

姫路市上下水道局が実施する建設工事に関連する委託業務（以下「委託業務」という。）に

係る制限付一般競争入札（事後審査型）について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６第１項の規定に基づき必要な事項を下記のとおり公告する。 

 なお、本公告は、入札に参加する者に必要な資格その他入札について必要な事項のうち共通

する事項を示すものであり、個々の入札に付する日程等については開札日ごとに、条件等につ

いては案件ごとに別に公告する。 

 

記 

 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

ア 姫路市上下水道局入札参加資格制限基準（令和４年４月１日制定。以下「入札制限基

準」という。）に該当しない者 

イ 姫路市上下水道局が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（令和４年

４月１日制定。以下「暴力団排除要綱」という。）第２条の規定によりその例によるこ

ととされた姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年

４月１日制定）第３条に定める排除対象業者（以下「排除対象業者」という。）に該当

しない者 

ウ 姫路市上下水道局競争入札の参加資格等について（令和４年４月１日姫路市上下水道

局告示３号。以下「告示第３号」という。）第４項の規定により業者登録名簿に登録さ

れ、かつ、次の全てに該当する者 

   (ア)  法人にあっては、姫路市税（以下「市税」という。）、消費税及び地方消費税

並びに法人税に滞納がない者、個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに

所得税に滞納がない者 

(イ) 電子証明書（電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）

に基づき主務大臣の認定を受けた認定認証事業者が発行したもので、業者登録名簿に

登載された代表者（委任先を設けている場合は受任者）の名義で取得したものをいう。

以下同じ。）を格納したＩＣカードで、入札書の提出期間において有効なものを取得

し、その情報を兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。

）に登録している者又は当該登録がされていない場合において、入札参加申込みの満

了時までに電子入札システムに登録することができる者 

エ 案件ごとの入札の公告（以下「入札公告」という。）をした日から落札決定の日まで

の間において、次の全てに該当する者 



(ア)  姫路市上下水道局指名停止等措置要綱（令和４年４月１日制定。以下「指名停

止等措置要綱」という。）の規定による指名停止（以下「指名停止」という。）を受

けていない者 

(イ)  指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しない者 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附則

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立

てを含む。以下同じ。）がなされていない者又は当該申立てがなされている場合におい

て、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者 

カ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格

の再認定を受けている者 

キ 入札に参加しようとする者との関係が次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない

者（(ア)から(ウ)までに該当する者の全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である

場合を除く。） 

   (ア) 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１７年

法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は

民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）と子会社の

関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(イ) 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、ａについては、会社の一方が

更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合

を除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

ａ 組合とその組合員 

ｂ 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが、夫婦の関係である場合 

 ⑵ 入札公告における入札参加資格等に係る用語の意義は、次のとおりとする。 

  ア 入札参加形態 

   (ア) 単体 単独（１者）企業をいう。 

(イ) 共同企業体 委託業務を共同して請け負うために結成された２以上のコンサルタン

ト業者の集合体（以下「共同企業体」という。）をいう。 

イ 登録業種 業者登録名簿の登録があり、競争入札に参加する資格を有している業種（詳

細業種）をいう。 



  ウ 市内外区分 

(ア) 市内業者 法人にあっては本店等（法人にあっては主たる営業機能を有する本店、

個人にあっては主たる事業所をいう。以下同じ。）が姫路市内にあり、市税、消費税及

び地方消費税並びに法人税に滞納がない者、個人にあっては住所及び本店等が姫路市内

にあり、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者 

(イ) 準市内業者 法人にあっては姫路市内に営業機能を有する支店、営業所等があり、

かつ、姫路市に法人市民税を納付し、市税、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納

がない者、個人にあっては姫路市内に事業所があり、姫路市から市県民税（普通徴収）

又は固定資産税のいずれかが課されている者であって、市税、消費税及び地方消費税並

びに所得税に滞納がない者 

   (ウ) 市外業者 市内業者、準市内業者以外の全ての者 

エ 総合点数 競争入札の参加者の格付基準等について（令和６年姫路市上下水道局告示

第１６号）第１項の規定によりその例によることとされた競争入札の参加者の格付基準

等について（令和６年姫路市告示第１４７号。以下「告示第１４７号」という。）第２

項の規定により算定された総合点数をいう。 

オ ランク 告示第１４７号第２項に規定するランクをいう。 

カ 平均実績要件 当該年度の格付の有効期間において、競争入札の参加者の格付基準と

した経営規模総括表における当該コンサルタント業種の年間平均実績高が、入札公告に

定める金額以上あることをいう。 

⑶ 前号イに規定する登録業種及び前号ウに規定する市内外区分については、案件ごとの入札

公告日の前日（４月１日付で公告するものにあっては、公告日）において告示第３号の業者

登録名簿に登載されている業種及び区分とする。 

⑷ 入札参加形態が共同企業体である場合は、第１号で定める要件を満たす者を構成員とし、

かつ、次に掲げる要件を全て満たす共同企業体であること。この場合において、共同企業

体の各構成員の数及び出資比率の最低割合は、特別委託業務ごとに管理者が定めるものと

する。 

  ア 各構成員が、同一案件における他の共同企業体の構成員でないこと。 

  イ 自主的に結成された共同企業体であること。 

  ウ 代表構成員は、出資の比率が構成員中最大であること。 

  エ 各構成員が、互いに資金面又は人事面において関連がないこと。 

 

２ 入札参加申込み 

⑴ 入札参加申込み、入札書の提出等の手続は、電子入札システムにより行う。入札参加申

込書等は、姫路市役所ホームページ（https://www.city.himeji.lg.jp）にて提供する。 

⑵ 入札参加申込み 

ア 制限付一般競争入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、入札

公告に定める期間内に、次に掲げる書類を電子入札システムにより、送信しなければな

らない。 

(ア) 入札参加申込書（電子入札システム内） 

(イ) 制限付一般競争入札参加申込書（姫路市ホームページ参照。ファイル名を参加希



望者の商号又は名称に変更の上、入札参加申込書に添付して送信すること。） 

  イ アに示す書類の他に必要な提出書類がある場合は入札公告に定めるものとし、その書

類は、ア(イ)と同様に入札参加申込書に添付して送信すること。 

ウ 参加希望者は、入札公告に定める個々の入札参加資格条件をよく確認した上で入札参

加申込書を送信すること。 

なお、入札参加資格の審査については開札後、落札候補者にのみ行うこととする。 

 

３ 書類の作成及び提出について 

 ⑴ 提出する書類の様式等については、入札公告に定めるとおりとする。 

 ⑵ 提出する書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とする。 

⑶ 電子ファイルにより書類を提出する場合において、電子ファイルの作成に使用するアプ

リケーションソフト及び作成した電子ファイルを保存する形式は、次のとおりとする。た

だし、電子ファイルを保存するときに損なわれる機能は、使用しないものとする。 

 

アプリケーションソフト ファイルを保存する形式 

Microsoft Word Word2016形式以下 

Microsoft Excel Excel2016形式以下 

 

⑷ 提出する電子ファイルを圧縮する場合は、ＺＩＰ形式によるものとし、自己解凍方式は、

認めない。 

 ⑸ 提出しようとする電子ファイルがウイルスに感染していることが判明したときは、電子

入札システムによる当該提供資料に係る電子ファイルの提出を認めない。 

 ⑹ 提出された書類は、返却しない。 

 ⑺ 書類の提出場所は、姫路市上下水道局経営管理部経営管理課（姫路市財政局財務部契約

課内。以下「契約課」という。）とする。 

 

４ 設計図書について 

 ⑴ 設計図書の閲覧期間及び場所 

 

閲覧期間 入札公告に定める期間の午前９時３０分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとする。ただし、姫路市の休日を定める条例

（平成２年姫路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市

の休日（以下「本市の休日」という。）を除く。 

閲覧の場所 契約課 

 

 ⑵ 設計図書を閲覧しようとする者は、閲覧申請書を入札公告に定める期間内に契約課に提

出すること。 

 ⑶ 設計図書については、参加希望者は姫路市ホームページからダウンロードし、取得する

こと。 



 ⑷ 設計図書に関して質問しようとする参加希望者は、入札公告に定める期間内に指定の質

疑書（姫路市ホームページ参照）に質問事項を入力し、ファイル名を参加希望者の商号又

は名称に変更の上、別に定める契約課のメールアドレスに添付ファイルとして送信するこ

と。回答は、契約課及び姫路市ホームページ上において閲覧に供する。ただし、質問の内

容に参加希望者を特定することができる記載があるときは、回答しない。 

 ⑸ 質問回答開始日時は、入札公告に規定する開始日の午前９時３０分からとする。 

 

５ 契約条項を示す期間及び場所 

 

契約条項を示す

期間 

入札公告に定める期間の午前９時３０分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとする。ただし、本市の休日を除く。 

契約条項を示す

場所 
契約課 

 

６ 入札の方法等 

⑴ 入札の方法は、電子入札システムによる電子入札とする。 

⑵ 入札書は、電子入札システム内にある。 

⑶ 入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所は、入札公告に定める（再度入札の場合を

除く。）。 

⑷ 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。 

⑸ 契約の締結にあたり、契約内容を記録した電磁的記録（地方自治法第２３４条第５項の

措置を講じたものに限る。）による契約（以下「電子契約」という。）の締結を希望する

場合は、指定の様式による電子契約利用申込書を入札書に添付し送付すること。 

 

７ 入札に関する条件等 

⑴ 入札書に必要な事項を入力し、電子入札システムにより送信すること。 

⑵ 郵便による入札及び電話による入札は、認めない。 

⑶ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。 

⑷ 電子入札システムに入札書の情報が記録された後は、入札書の書換え、引換え又は撤回

をすることはできない。 

⑸ 入札書に記載する金額は、円単位とすること。 

⑹ 入札金額その他入力が必要な事項並びに入札参加者の電子署名及び当該電子署名に係る

電子証明書が電子入札システムに所定の入札期間内に記録されていること。 

⑺ 電子入札システムに記録されるべき事項が分明であること。 

⑻ 電子入札に使用したＩＣカードが、第１項第１号ウ(イ)に掲げる要件を満たすものであ

り、かつ、入札参加申込みに使用した名義人のものであること。ただし、管理者がやむを

得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。 

 



８ 入札の辞退に関する事項 

⑴ 入札参加者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより送信するま

での間に限り、辞退届を電子入札システムにより送信して入札を辞退することができる。

ただし、電子入札システムにより辞退届を送信した後は、辞退届の撤回をすることはでき

ない。 

⑵ 入札締切日時までに電子入札システムによる入札書の送信がなく、かつ、電子入札シス

テムによる前号の辞退届の送信もない入札参加者は、入札締切日時を経過した時をもって

当該入札を辞退したものとみなす。この場合においては、開札後、書面による辞退届を契

約課に提出すること。 

 

９ 入札の無効に関する事項 

⑴ 次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

イ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札 

ウ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

エ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

オ 最低制限価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）を下回る金額の入 

  札 

カ 再度入札における入札金額が、初回の入札の最低金額（同号オにより無効となった場

合の入札を除く。以下同じ。）と同額又はこれを超えた入札 

キ 第７項第６号から第８号までに掲げる条件を満たさない入札 

ク ＩＣカードを不正に使用した入札 

⑵ 第１項第１号キに定めるいずれかに該当する複数の者のした入札は、全て無効とする。

ただし、該当する者のうち１者を除く他の全ての者が入札を辞退した場合は、残る１者の

入札は無効としない。 

 

１０ 入札保証金、契約保証金等に関する事項 

⑴ 入札保証金については、免除する。 

⑵ 契約保証金については、姫路市上下水道局契約規程（令和４年姫路市上下水道局管理規

程第７号）第２条の規定によりその例によることとされた姫路市契約規則（昭和６２年姫

路市規則第２９号。以下「規則」という。）第２９条の規定を適用する。 

 

１１ 落札候補者 

⑴ 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）の制限の範囲内で、最低

の価格をもって入札した者を落札候補者とし、落札の決定を保留して入札を終了する。た

だし、最低制限価格を設定している場合においては、予定価格の制限の範囲内で、最低制

限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補

者とし、落札の決定を保留して入札を終了する。 

⑵ 落札の決定を保留したときは、入札参加者へ落札候補者の商号又は名称及び落札の決定

を保留した旨を通知するものとする。 



⑶ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、電子入札システム

上のくじ（以下「電子くじ」という。）によって落札候補者を決定する。電子くじによっ

て落札候補者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書において入札参加者が指定する

ものとする。この場合において、落札候補者となるべき同価格の入札をした者は、電子く

じを辞退することはできない。 

⑷ 落札候補者への連絡は口頭、電話、ＦＡＸ、電子メール等により通知するものとする。 

 

１２ 入札参加資格審査及び落札者の決定 

⑴ 落札候補者は、入札公告に定める資格審査に必要な書類を入札公告に定める日時までに

契約課に提出し、入札参加資格に関する審査（以下「入札参加資格審査」という。）を受

けなければならない。 

⑵ 落札候補者が、入札公告に定める資格審査に必要な書類を入札公告に定める日時までに

提出しないとき、又は入札執行者の指示に応じないときは、正当な理由なく落札者となる

ことを辞退したとみなす。また、第１項及び入札公告に定める入札参加資格（以下「参加

資格」という。）を有していないものとし、その者のした入札を無効とする。 

⑶ 落札候補者について入札参加資格審査を行い、参加資格を有していると認められた者を

落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがある等契約の相手方として著しく不適当であるときは、その者を落札者としな

いことがある。また、入札参加資格審査の結果、落札候補者が参加資格を有していないと

認められた場合は、その者のした入札は、無効とする。 

 ⑷ 前２号の規定により落札候補者を落札者としなかった場合は、次順位者から順次入札参

加資格審査を行い、落札者が決定するまで入札参加資格審査を行うものとする。 

 ⑸ 前３号の規定により落札者としなかった落札候補者には、理由を付してその結果を通知

するものとする。当該通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。

その場合には、入札公告に定める期限日の正午までに書面にその旨を記載し、契約課に提

出すること。期日までに当該書面の提出があった場合は、管理者は、これに対し速やかに

回答する。 

 ⑹ 入札参加資格審査の経過に対する問合せには、応じない。 

 ⑺ 資格審査において提出を求める市税の納税証明書は、案件ごとの公告日以後に発行され

たものの原本とする。ただし、市税の納税義務がない場合は提出を要しない。 

 ⑻ 資格審査において提出を求める国税の納税証明書は、案件ごとの公告日以後に発行され

たものの原本とする。 

 

１３ 再度入札に関する事項 

⑴ 再度入札の回数は１回とし、初回の入札において落札候補者がない場合は、直ちに再度

の入札を行う。 

⑵ 初回の入札において落札候補者がある場合において、前項第２号及び第３号の規定によ

り当該落札候補者を落札者としなかったときは、日を改めて再度入札を行うことがある。

この場合において、当該落札候補者は、再度入札には参加できない。 



⑶ 再度入札の入札書提出期間、開札日時及び初回の入札の最低金額（前号の規定による再

入札の場合は、落札者とならなかった落札候補者による入札を除く初回の入札の最低金額

）は、再入札通知書に記載する。 

⑷ 再度入札には、初回の入札に参加しなかった者、初回の入札で無効とされた者及び最低

制限価格を設定している場合において初回の入札金額が最低制限価格を下回った者は、参

加できない。 

 

１４ 共同企業体について 

 ⑴ 入札参加形態が共同企業体である場合において、入札公告に係る委託業務を受注した共

同企業体の代表者は、業務着手までに共同企業体運営委員会を設置し、同委員会で決定し

た次の事項を記載した文書を２部管理者へ提出しなければならない。 

  ア 共同企業体編成表 

  イ 構成員各々の出資状況 

  ウ 諸規程 

  エ その他管理者が別途通知する事項 

 ⑵ 契約保証金の納付については、共同企業体の代表者名義をもって納付しなければならな

い。 

 ⑶ 共同企業体の存続期間は、次のとおりとする。 

  ア 委託契約を締結した共同企業体は、委託業務の完成後３箇月を経過した日までとする。 

  イ 委託契約を締結した者以外の共同企業体は、委託業務に係る契約が締結された日まで

とする。 

 ⑷ 共同企業体が施工した工事の規則第３８条第１項に規定する契約不適合（以下「契約不

適合」という。）に係る責任は、次に定めるところによる。 

  ア 規則第３８条第２項に規定する契約不適合責任期間は、契約で定めるものとする。 

  イ 当該工事に契約不適合があったときは、各構成員は連帯して責任を負うものとする。 

  ウ 共同企業体が解散した後において当該工事に契約不適合があったときは、各構成員は

連帯して責任を負うものとする。 

 

１５ その他 

⑴ 落札候補者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、指名停止を行うこと

がある。 

⑵ 落札決定から契約締結までの間に、落札者が入札制限基準若しくは排除対象業者に該当

し、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。 

⑶ 入札参加者は、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、手続の進行

状況を確認すること。 

⑷ 入札の結果については、入札参加資格の有無にかかわらず、全ての入札者について公表

する。 

⑸ 電子入札システムの運用時間は、午前９時から午後８時までとする。ただし、本市の休

日は終日利用できない。また、システムの整備等の作業のため一時的に停止することがあ

る。 



⑹ 落札者は、契約の締結までに、暴力団排除要綱様式第３号に定める暴力団排除に関する

誓約書を管理者に提出しなければならない。 

⑺ 現場説明会は、行わない。 

⑻ 電子入札の手続に関する情報の提供を行う必要があるときは、電子入札システムの情報

公開機能及びホームページ等で提供するものとする。 

なお、入札参加者が前項の情報を閲覧しなかったことにより被った不利益についての異

議は一切認めないものとする。 

⑼ 契約の締結について、原則として電子契約により契約を締結することができる。ただし、

入札公告に電子契約による契約の締結ができない旨の記載があるときは、この限りでない。 

 

１６ 制限付一般競争入札（事後審査型）共通事項について（コンサルタント）（令和５年姫

路市上下水道局公告第２７号）は、廃止する。 

 

附 則 

 この公告は、令和６年４月１日から施行する。 


